
○近江八幡市健康診査等自己負担金規則 

平成２２年３月２１日 

規則第６０号 

改正 平成２２年１０月１日規則第２１１号 

平成２３年３月３１日規則第１０号 

平成２３年４月１日規則第２０号 

（題名改称） 

平成２４年８月１０日規則第３６号 

平成２５年４月５日規則第２５号 

平成２５年８月３０日規則第３７号 

平成２６年１０月１日規則第４３―２号 

平成２７年３月３１日規則第２５号 

平成２７年９月１８日規則第４１号 

平成２７年１２月２８日規則第５４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、市民の健康増進のため市が実施する健康増進法（平成１４年法

律第１０３号）第１９条の２に規定する疾病の早期の発見を目的とした健康診査及

び予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第３条第１項に規定する感染症の予防を

目的とする個別予防接種（ワクチン接種緊急促進事業に基づく個別予防接種を含

む。）（以下「健康診査等」という。）に要する費用の一部（以下「自己負担金」

という。）を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（平２３規則１０・平２３規則２０・一部改正） 

（健康診査等の種類等） 

第２条 健康診査等の種類、実施方法及び自己負担金の額は、次の各号に掲げるとお

りとする。 

（１） 健康診査 別表第１に掲げるとおり 

（２） 個別予防接種 別表第２に掲げるとおり 

（平２３規則２０・一部改正） 



（自己負担金の納付） 

第３条 自己負担金は、健康診査等を受ける際に市に納付又は当該健康診査等を受け

ようとする医療機関に支払わなければならない。 

２ 前項の自己負担金は、市から委託を受けて健康診査等を行う医療機関が、対価と

して支払いを受ける金額の一部とみなす。 

（平２３規則１０・平２３規則２０・一部改正） 

（自己負担金の還付） 

第４条 既納の自己負担金は、還付又は返金しない。ただし、市長が特別の事情があ

ると認めたときは、この限りでない。 

（平２３規則２０・一部改正） 

（自己負担金の免除） 

第５条 市長は、健康診査等を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、自

己負担金を免除することができる。ただし、健康診査二次検診（糖負荷試験）につ

いては自己負担金の免除をしないものとする。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）により保護を受けている世帯に

属する者 

（２） 近江八幡市税条例（平成２２年近江八幡市条例第７７号）第２４条第１項

の規定により当該年度の市民税が非課税となった世帯に属する者 

（３） 受診する日において７５歳以上の者 

（４） その他市長が特に必要と認めた者 

２ 前項の規定にかかわらず、個別予防接種については前項第２号及び第３号に規定

する者は免除しないものとする。 

３ 第１項の自己負担金の免除を受けようとする者（第１項第３号に規定する者を除

く。）は、健康診査又は個別予防接種を受ける前に健（検）診・予防接種自己負担

金免除申請書（別記様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認め

た場合は、健（検）診・予防接種自己負担金免除票（別記様式第２号）を、速やか

に申請者に交付するものとする。 



５ 前項の規定により負担金の免除を認められた者は、前項の健（検）診・予防接種

自己負担金免除票を健康診査又は個別予防接種を受けようとする医療機関に提出し

なければならない。 

（平２２規則２１１・平２３規則１０・平２３規則２０・平２４規則３６・

平２５規則２５・平２５規則３７・平２７規則２５・一部改正） 

（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年３月２１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市健康診査等実費負担金徴

収規則（平成２０年近江八幡市規則第２５号）の規定によりなされた処分、手続そ

の他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ 削除 

（平２３規則２０） 

付 則（平成２２年規則第２１１号） 

この規則は、平成２２年１０月１日から施行する。 

付 則（平成２３年規則第１０号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成２３年２月１日から適用する。 

付 則（平成２３年規則第２０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２４年規則第３６号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成２４年８月１日から適用する。 

付 則（平成２５年規則第２５号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

付 則（平成２５年規則第３７号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成２５年７月１日から適用する。 



付 則（平成２６年規則第４３―２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２７年規則第２５号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

付 則（平成２７年規則第４１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２７年規則第５４号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）附則第１条第４号に

掲げる規定の施行の日（平成２８年１月１日）から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

（平２３規則２０・全改、平２４規則３６・平２５規則２５・平２５規則３

７・平２７規則２５・一部改正） 

健康診査の種類及び自己負担金の額 

健康診査の種類 実施方法 １件当たりの自己負担

金 

一般健診 集団検診（１８歳以上４０歳未満及び４

０歳以上の医療保険に加入していない

者） 

１，０００円

胃がん検診 集団検診（４０歳以上） １，０００円

子宮頸がん検診 集団検診（２０歳以上） １，０００円

医療機関個別方式（２０歳以上） １，７００円

乳房エックス線検査 集団検診 ４０歳以上５０

歳未満 

２，０００円

５０歳以上 １，５００円

医療機関個別方式 ４０歳以上５０ ２，２００円



歳未満 

５０歳以上 １，６００円

大腸がん検診 集団検診（４０歳以上） ５００円

医療機関個別方式（４０歳以上） ８００円

肺がん検診 集団検診 胸部レントゲン

撮影（４０歳以

上） 

３００円

喀痰検査（４０歳

以上） 

５００円

肝炎ウイルス検査 集団検診（４０歳以上） １，０００円

健康診査二次検診

（糖負荷試験） 

医療機関個別方式 １，０００円

別表第２（第２条関係） 

（平２５規則２５・全改、平２６規則４３―２・平２７規則４１・一部改正） 

個別予防接種の種類及び自己負担金の額 

個別予防接種の種類 実施方法 １件当たりの自己負担金 

インフルエンザ 医療機関個別接種方式 １，３００円

高齢者の肺炎球菌感染症 医療機関個別接種方式 ４，１５０円



 



 



別記様式第１号（第５条関係） 

（平２３規則１０・全改、平２７規則５４・一部改正） 

別記様式第２号（第５条関係） 

（平２３規則１０・全改、平２５規則２５・一部改正） 

 


